
電子申告研修会（年末調整編）
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2010年11月18日:大阪

2010年11月19日:福岡
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本日の研修内容

項 目 細 目

１．年末調整電子申告の事前準備 １）顧問先管理でのデータ整備

２．年調・法定調書の達人での注意点 １）納付先（市町村）の登録の調整

２）源泉徴収票等の提出区分の整理

３）源泉徴収票の摘要の整理

４）住民税徴収方法の区分

５）業務エラーチェック

３．国税の電子申請 １）電子申請データの作成

２）電子申請データのエラーの対処方法

４．地方税の電子申告 １）事前準備

２）電子申告データ変換

３）電子申告データ送信

４）受信通知の確認

５．その他注意したい点 １）メッセージボックス管理の活用（地方税）

２）給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の電子送信の準備
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１．年末調整電子申告の事前準備

１）顧問先管理でのデータ整備

①顧問先管理で情報の整理 ②年調・法定調書の達人に業務データの更新 ③電子申告データへの変換
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１．年末調整電子申告の事前準備

１）顧問先管理でのデータ整備

法人・個人区分を明確に！

利用者識別番号・利用者ＩＤを

 
正確に登録

代表者情報も確実に登録

住所等は半角でも可
（電子申告データ変換で全角に変換）
※電子申告データ変換後は、全角文字の

 
み有効

所轄税務署を確実に登録（選択）

①顧問先管理で情報の整理
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１．年末調整電子申告の事前準備

１）顧問先管理でのデータ整備

②年調・法定調書の達人に「業務データの更新」

データの統一化
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２．年調・法定調書の達人での注意点

１）納付先（市町村）の登録の調整
・既に登録されている納付先（市町村）の「ＮＯ．」を規定の市町村コードに変更します。

これまで「NO.」は任意の

 
番号を付けていた。

規定の市町村コードが表

 
記されるので、更新する。

達人Cubeにログインすると

 
データベースに接続する。
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２．年調・法定調書の達人での注意点

２）源泉徴収票等の提出区分の整理
・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表に添付する源泉徴収票・支払調書の提出する・しないを事前に整理します。

■[社員の登録]画面

■[給与所得の源泉徴収票等の作成]－源泉徴収票画面

給与所得の源泉徴収票では、
1)[社員の登録]における、役員区分
2)給与の支払金額の総額
により、提出区分を自動で行っています。
※当該区分は電子申告データ変換後でも行

 
えますが、データの統一を図る意味で達人の

 
データで整理する事をお勧めします。
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２．年調・法定調書の達人での注意点

２）源泉徴収票等の提出区分の整理
・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表に添付する源泉徴収票・支払調書の提出する・しないを事前に整理します。

■報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書画面

■不動産の使用料等の支払調書画面

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書では、
提出区分を自動で行っています。
※当該区分は電子申告データ変換後でも行え

 
ますが、データの統一を図る意味で達人のデー

 
タで整理する事をお勧めします。

不動産の使用料の支払調書等では、
法人個人区分が無いため、個別に判定していた

 
だく必要があります。
※当該区分は電子申告データ変換後でも行え

 
ますが、データの統一を図る意味で達人のデー

 
タで整理する事をお勧めします。



Copyright(C)2010NTT DATA Corporation 9

２．年調・法定調書の達人での注意点

３）源泉徴収票の摘要の整理
・源泉徴収票の摘要欄は文字数制限（地方税電子申告）があるため、前職給与の設定を変更する必要があります。

■地方税電子申告データ変換後のプレビュー画面

■年調・法定調書の達人[給与所得の源泉徴収票等の作成]画面

地方税電子申告では、摘要欄は65文字の文字数制限があります。
更に前職給与がある場合は、別途表示項目があります。

対応方法として、[前職データ]Dlgで、「上記の情報を、源泉徴収票の

 
「摘要」欄に表示する」のチェックを外します。
※チェックを外しても地方税電子申告の別途表示欄に表示されます。
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２．年調・法定調書の達人での注意点

３）源泉徴収票の摘要の整理
・当該整理は国税及び地方税の取り扱いが違うため、次の方式で処理を行います。（暫定）

前職データ

表示チェックON

国税

電子申告データ変換

署名送信

前職データ

表示チェックOFF

地方税

電子申告データ変換

署名送信

e-Tax eLTAX

■年調・法定調書の達人において、

国税用、地方税用それぞれにデータを切り替えてデータ変換を行う

国税

電子申告データ変換

署名送信

前職データ

表示チェックOFF

地方税

電子申告データ変換

署名送信

e-Tax eLTAX

■年調・法定調書の達人において、

地方税に合わせた表示（摘要欄には表示しない）で申告する

処理は簡便化されるが、

国税の記載要件を無視する。
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２．年調・法定調書の達人での注意点

４）住民税徴収方法の区分
・給与支払報告書の提出の際、徴収方法を「特別徴収」又は「普通徴収」に区分しておきます。

■[社員の登録]画面

※当該区分は電子申告データ変換後でも行えますが、

 
データの統一を図る意味で達人のデータで整理する事をお

 
勧めします。
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２．年調・法定調書の達人での注意点

５）業務エラーチェック
・年末調整、法定調書の作成が完了したら、一括で業務にかかるエラーチェックを行います。（Professional Editionのみの機能です）

業務エラーチェック

チェック項目 チェックの内容[例]

作成不要帳票エラー 作成された退職所得の源泉徴収票の数が、[社員の登録]で「退職」区分を選択された数より多い。

値範囲エラー 勤労学生が選択されているとき、総収入金額が130万円を超えた場合にエラーとする。

未入力エラー 社員情報のうち、本人の生年月日が入力されていない。

不一致エラー 社員情報のうち、[甲欄]を選択時に[扶養控除等の申告]が「無し」のときエラーとする。

未入力確認 [前職データ]Dlgでいずれか一つ以上の項目のみが入力されているとき、確認を促す。

入力切替確認 「F4入力切替」が使用されている項目があるとき、確認を促す。
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３．国税の電子申請

１）電子申請データの作成
・達人Cube電子申告機能（国税）を起動し、電子申請用のデータを作成します。

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出は、「電子申請」

税目は、「法定調書関係」
申請等年度は、「平成22年度」
手続き名は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書（及び

 
同合計表）」
を選択する。
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３．国税の電子申請

１）電子申請データの作成
・達人Cube電子申告機能（国税）を起動し、電子申請用のデータを作成します。

処理区分：新規
源泉徴収票及び支払調書の内訳：枚数確認
を行ってください。

[参照]ボタンで、提出者の一覧が確認できます。
※年調・法定調書の達人のデータと整合性を取るため、

 
ここでのチェックON・OFFは行いません。
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３．国税の電子申請

２）電子申請データのエラーの対処方法
・電子申請データ作成時に出現するエラーは、その内容を確認し年調・法定調書の達人で修正する。

■電子申請データ取り込み後の画面

[エラー詳細]では、エラーの項目名、値、理由が一覧で

 
表示される。
[プレビュー]では、エラー内容が赤字で表示される。

不動産の使用料等の支払調書[計算の基礎]は、15文字制限です。
不動産等の譲受けの対価の支払調書[摘要]は、30文字制限です。
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４．地方税の電子申告

１）事前準備【重要】
・地方税電子申告では、顧問先毎に申告書を提出する先を事前に登録しておく必要がある。

地方税電子申告・申請等メニューを開き、[提出先・手続

 
き情報変更]を行う。
※顧問先の利用者ＩＤ及び暗証番号でログインする。
※この作業は、顧問先毎に行う必要がある。

利用者属性：「自己の申告を行う」を選択する。
提出先・手続き一覧：給与支払報告書を提出する全て

 
の地方公共団体を登録する。

※当該作業は、顧問先に代わって行っている事を了解してください。
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４．地方税の電子申告

１）事前準備【重要】
・地方税電子申告では、顧問先毎に申告書を提出する先を事前に登録しておく必要がある。

[追加]ボタンにより、[提出先登録]を行う。
※給与支払報告書を提出する全ての地方公共団体に

 
ついて
※年調・法定調書の達人－[社員データ一覧表]の「納

 
付先（市町村）」を参照する。

■年調・法定調書の達人－[帳票の一括印刷]－[一覧表等]－[社員データ一覧]
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４．地方税の電子申告

２）電子申告データ変換
・地方税電子申告データ変換の手順をみます。

税目は、「個人都道府県民税・市区町村民税（特徴）」
申請等年度は、「平成22年度」
手続き名は、「給与支払報告書」
を選択する。

以下の場合「赤字」で表示されます。
1)申告する給与支払報告書データが存在するが、「提出先設定」

 
がされていない場合
･･･達人に戻って設定（当マニュアルP5）
･･･[参照]で提出先の設定を選択（当ページ右下）
2)電子申告に対応していない提出先
･･･そのまま次の手順へ（紙提出に切り替え）

■納付先が「赤字」で

 
表示された場合の対処

 
方法。
※稀に提出先事務所

 
等が複数存在する場

 
合、適宜選択する必要

 
がある。

■[参照]で提出先の設定を選択
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４．地方税の電子申告

２）電子申告データ変換
・地方税電子申告データ変換の手順をみます。

■取込み帳票一覧でエラーが無い事を確認し、電子申告データを保存します。

取込み帳票一覧で[状態]が「正常」なら、確定します。
顧問先1件分の給与支払報告書データが完成です。
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４．地方税の電子申告

３）電子申告データ送信
・地方税電子申告データ送信の手順をみます。

送信は、税理士の利用者ＩＤと暗証番号でログイン

 
します。

送信後、[送信結果一覧]が届きますので、「保存」

 
及び「印刷」を行います。
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４．地方税の電子申告

４）受信通知の確認
・地方税電子申告受信通知の確認の手順をみます。

①

②

③

④

⑤

⑥

①ポータルセンターアクセス－メッセー

 
ジボックス（申告データ）
②税理士の利用者ＩＤ及び暗証番号で

 
ログイン
③メッセージボックス画面で[表示切替]

④表示区分を「代理人として操作する」
納税者の利用者IDを入力
⑤利用者毎に受付確認通知を取得
⑥詳細表示で確認と印刷
※メッセージの保管期間は30日
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５．その他の注意したい点

１）メッセージボックス管理の活用（地方税）

・申告データの一括取得
代理申告後のメッセージボックス（申告データ）を取得する際には、
1)代理人としての「利用者情報の設定」
2)取得する納税者の「利用者ＩＤの登録」
が必要となります。
※これによりメッセージの一括ダウンロードが行えます。

取得する納税者の「利用者ＩＤの登録」は、
CSVファイルのインポート・エクスポートで
行えます。



Copyright(C)2010NTT DATA Corporation 23

５．その他の注意したい点

１）メッセージボックス管理の活用（地方税）

・「税額通知データ」、「プレ申告データ」、「お知らせ」の３種類は、納税者のみに対して発行さ

 れるメッセージであり、納税者として直接メッセージボックスを閲覧する必要がある。

1)接続先を新規に作成する
2)利用者情報の登録に顧問先の[利用者ＩＤ]及び[暗証番号] 
を全て登録する。
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５．その他の注意したい点

１）メッセージボックス管理の活用（地方税）

・地方税利用者ＩＤのパスワードの有効期限は5年。一括変更を活用する。

1)利用者情報のエクスポート
2)CSVファイルの内、「変更後暗証番号」を書換え

1)利用者情報のインポート
2)「ポータルセンタの暗証番号も変更する」で一括変更

この一括変更は、納税者の利用者情報の

 一括登録にも活用する。
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５．その他の注意したい点

２）給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の電子送信の準備
・所得税徴収高計算書の「0円」申告が可能となります。（平成22年内リリース予定）

1)源泉徴収額納付管理表等から、給与所得・退職所得の所

 
得税徴収高計算書を作成する。
※[データ取込]で平成22年12月分又は平成22年下期分の

 
「0円納付書」を作成する。
※システムリリース後、「0円」納付書の一括送信が可能となり

 
ます。
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